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令 和 ５ 年 度 
事 業 計 画 書 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

当協会は、北海道の畑作農業において重要な地位を占める豆類、馬鈴しょ及び馬鈴しょで

ん粉、野菜及び果実等につき、その生産、価格及び経営の安定のための事業、公募による該

当品目の調査研究と普及啓発事業等を行い、もって農業の健全な発展と国民食生活の改善

に資することを目的としています。 

 事業については、豆類・馬鈴しょ・青果物の３事業に取り組んでおります。 

 

Ⅰ 豆 類 事 業 

１  事 業 方 針 

豆類は、北海道畑作農業の健全な発展と我が国固有の食文化の維持にとって重要な作物

であり、その供給と価格の安定を図ることが極めて重要です。 

新型コロナウィルスの影響を受け、雑豆は需給環境が悪化し、産地在庫の増加が生じてい

るため、今後一層需給の安定を図る取組みが必要です。 

 このため、北海道農協畑作・青果対策本部の決定事項に沿いつつ、ＪＡグループ北海道と

連携を図りながら、豆類価格安定対策事業において、金時類、うずら類及び手亡類に係る価

格差補てん事業及び赤系金時の安定供給に向けた赤系金時安定供給緊急対策事業を継続し

て実施します。 

 また、豆類の供給の安定、流通の円滑化等に係る取組を積極的に推進していくため、小豆

類生産安定対策事業、豆類生産流通安定推進事業、豆類消費啓発助成等事業、豆類調査研究

助成事業及び豆類流通円滑化緊急対策事業の効果的な推進に努めます。 

 

２ 事業計画内容 

 豆類事業については、公益社団法人認定時に設定した令和３年までの 10か年の事業計画

を完了し、令和４年度から新たな事業計画（令和４年から令和１３年まで）に従い推進して

おります。 
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（１）豆類価格安定対策事業 

対象豆類に係る保管事業（赤系金時のみ）及び価格差補てん事業に要する経費を計上し

ます。 

また、赤系金時の安定供給を確保するため、令和元年度から実施している赤系金時安定

供給緊急対策事業を上記の枠組みの中で実施するほか、令和５年産金時、中長うずら及び

大手亡に係る基準価格等を設定します。 

 

（２）小豆類生産安定対策事業 

道産小豆類の需給状況の計画的な改善に向けて、関係者が一体となって生産目標面積

の遵守に向けた取組を強力に推進するため、令和５年度は小豆類生産安定対策事業（生産

安定運動推進事業（安定生産啓発特別事業））を実施します。 

 
（３）豆類生産流通安定推進事業 

生産、流通、実需、試験研究、行政等の関係者が一堂に会して作柄の調査と意見交換を

行う豆類需給安定会議を秋期に開催するほか、豆類の計画的な生産に資するため、翌年産

豆類に係る生産目標面積の設定と地域・農業者への配分・周知等に関する業務を北海道農

業協同組合中央会に委託するとともに、生産者の作付意向の把握、令和５年産雑豆の作

付・生産動向、雑豆の消費動向の把握等に関する業務をホクレン農業協同組合連合会に委

託します。 

 
（４）豆類消費啓発助成等事業 

豆の日協賛行事の一環として、豆の機能性等に関するセミナーと豆料理の試食会を内

容とする「北海道・豆トークショー２０２３」を開催するほか、道産雑豆に係る知識等を

広く普及・啓発するため、公募の方法により採択された課題に対し助成を行います。 

  公募事業等審査委員会では、６課題が選定されております。 

 

（５）豆類調査研究助成事業 

  道産雑豆の生産、流通、消費の安定又は緊急的な技術問題への対応等に関する調査研究

を推進するため、公募の方法により採択された課題に対し助成を行います。 

  公募事業等審査委員会では、５課題が選定されております。 

 
（６）豆類流通円滑化緊急対策事業 

豆類の円滑な流通に重大な支障を生じる恐れのある事態が発生した場合に緊急的な対

応を可能とするため、必要となる経費（助成金）を計上します。 
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 Ⅱ 馬鈴しょ事業 

１ 事業方針 

令和４年産の北海道の馬鈴しょは、作付面積 48,500ha（前年比 103％)、反収

3,750kg/10a（同 105％）、収穫量 1,819,000ｔ（同 108％）となりました。また、馬鈴

しょでん粉は、原料処理数量 715,000ｔ（同 101％）、でん粉生産量 152,600ｔ（同 102％）

の見込みとなっています。 

でん粉の流通、販売面においては、新型コロナウィルスによる消費への影響が不透

明なものの、原油高や円安の影響から輸入でん粉価格が高騰しているため、外国産で

ん粉から国産に切り替えるメーカーの動きが想定される等、比較的好調な需要が見込

まれています。さらに、令和２年産以降の原料生産量が低水準で推移しているため、

次期への繰り越し数量は適正数量を大きく下回ると見込まれています。 

このような中、実需からの旺盛な馬鈴しょでん粉需要に対して産地が応えていくため

には、生産性の向上や作付け拡大、安定的な流通体制の構築等への対応が急務であり、

持続的な生産に向けて、関係機関・団体と連携をとった事業運営に努めて参ります。 

 

※数値は、馬鈴しょ関連は農水省、でん粉関連はホクレン推定 

 

２ 事業計画内容 

   馬鈴しょ事業については、豆類事業と同様に令和４年度から 10 か年の事業計画を

設定し取り進めております。 

   （１）研究助成事業 

道内馬鈴しょ及び馬鈴しょでん粉の生産と流通の安定を図るため、品種開発、病害虫

対策、栽培技術の開発及びでん粉需給に関わる調査研究等を対象とした事業の公募を

行いました。応募課題について公募事業等審査委員会で審査した結果、12 課題が採択

候補事業として選定されました。 

最重要課題である品種開発では、多収・安定生産を主目標に、シストセンチュウ類を

はじめとした病害虫抵抗性、早掘り適性、高でん粉品質を目標としたでん粉原料用品種

の開発を進めます。また、病害虫対策では、各種病害虫の詳細特性を把握した的確な防

除方法の確立、栽培技術では、品種に適応した安定生産栽培法の開発を進めます。 

これらの課題に対して研究資金の助成を行い、直面する課題解決に向けた事業展開

を図ります。 

 

（２）普及啓発事業  

      道内馬鈴しょ及び馬鈴しょでん粉の安定的生産ならびに生産性向上に寄与するため、

生産者、JA、道、市町村、澱粉工場、研究機関、大学等を対象とした講習会の実施等に

より、馬鈴しょの品種開発・栽培技術・流通動向など各種情報に関する普及啓発を図り

ます。 

ア．馬鈴しょ及びでん粉講習会の開催  
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イ．各種試験成績集などの作成  

ウ．ホームページの運営  

 

（３）需給調整事業 

令和５年産馬鈴しょの生産見込み及び馬鈴しょでん粉の需給動向に関する調査検討を

行い、馬鈴しょでん粉の供給量が需要量を大幅に上回り、需給に著しい不均衡が生じる

見込みとなった場合には調整保管事業を行います。 

 

 

 

Ⅲ 青果物事業 

１ 事 業 方 針 

  道内における野菜生産は、農業者の担い手や雇用労働力の不足などから、近年、減少傾

向にあるとともに、外食・中食産業等の業務用、加工用向けの需要拡大や食生活の多様化

から輸入野菜が増加傾向で推移するなど、依然として厳しい環境にあります。 

  しかしながら、長引くコロナ禍により食料の海外依存度が顕在化したことから輸入か

ら国産への切り替えを積極的に推進し、安全・安心な国内産野菜の安定供給に応じていく

ことが益々重要になっています。 

野菜価格安定制度は、対象野菜の価格が著しく低落した場合に、その低落が生産者の経

営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給交付金を生産者に交付する事業です。この

事業で野菜価格安定法人（協会）が行う特定野菜等供給産地育成価格差補給事業の効率的

かつ円滑な実施を図るために必要な事務を行います。 

  次に、果樹生産ですが、農業者の高齢化と離農による生産基盤の脆弱化や主要結果樹の

りんごやおうとうの面積減少など、果樹農業を取り巻く環境は厳しいものがあります。 

  一方では、北海道がワインぶどうの栽培に適した産地として定着したことから、新規就

農者による果樹栽培が全道各地に拡大しています。 

  これらを踏まえ、果樹の計画的な生産・出荷が可能となる優良品目・品種への転換・新

植、小規模園地整備など、果樹の振興・発展のための政策である果樹農業生産力増強総合

対策を推進するための支援を行います。 

 

２ 事業計画内容 

（１）野菜関係事業 

ア 野菜価格安定対策事業（特定野菜等供給産地育成価格差補給事業） 

   北海道が選定した対象産地の区域内で生産される対象特定野菜等の価格が対象市場
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群において著しく低落した場合、生産者の経営に及ぼす影響を緩和するために補給金

の交付を行います。 

 

イ 野菜価格安定対策事業（野菜生産出荷安定資金造成円滑化事業業）  

   独立行政法人農畜産業振興機構が行う指定野菜価格安定事業及び契約指定野菜安定

供給事業を円滑に推進するために北海道から補助金を受けて納付金納付や債務負担行

為を行います。 

 

ウ 青果物生産出荷安定対策事業 

   ホクレン農業協同組合連合会（会員）が実施する青果物の啓発活動、需給調整等及び

安定出荷対策に要する事業資金の造成及び交付金の交付を行います。 

 

（２）果実関係事業 

  ア 果樹経営支援対策事業 

   農家経営改善のため、優良品目・品種への転換や小規模園地整備など、農業者が実施

する支援対象となる取り組みに要する経費の補助を行います。 

 

   イ 果樹未収益期間支援事業 

   果樹経営支援対策事業の実施による果樹生産者が優良な品目・品種への改植及び新

植を実施した後の果樹未収益期間における経営維持のための補助を行います。 

 

（３）その他 

  ア 大規模契約栽培産地育成強化支援事業 

独立行政法人農畜産業振興機構が実施する大規模契約栽培産地育成強化推進事業の

事務作業を円滑に行うための支援を行います。 

 

  イ 全国果樹技術・経営コンクール 

   果樹農業の発展に資するため、全国農業協同組合中央会など５団体が実施している

全国果樹技術・経営コンクールの参加に向けて、道内の優れた果樹経営体を推薦します。 
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Ⅳ 総務関係 

 
１ 国内における金融緩和策を背景とした低金利は続いており、資産運用においては依然 

として厳しい状況にありますが、今後とも安全性を最優先にするとともに効率的な運用 

管理に努めます。 

 
２ 公益法人の基準に沿った事業方式を遵守し、財務管理の改善・効率化を図り、事業運営 

の充実強化に努めます。 

 
３ 新会計基準に沿った財務管理に努め、必要な研修会等に積極的に参加し会計実務の能 

力向上と定着化に努めます。 

 
４ 当協会と北海道農産協会との一体的運営については、組織統合時の基本的考え方に沿 

って着実に進めていますが、組織統合をして間もないこともあり、会員・ＪＡ・関係機関 

の皆様に、さらにご理解をいただくため、耕種全般にわたる両協会の事業について、総括 

的な情報伝達のため共通した広報活動に取り組み、効果的・効率的な情報発信を進めます。 


